
組織における目的一手段解釈の意味
組織と目的をめく．る諸問題の予備的考察

奥山敏雄
組織においては，何らかの程度で目的指向的な行為力乱顕著である。従来の組織理論はこの点に定位し，共通

目的のために計画・調整された協働関係として組織を規定してきた。まず，このように目的一手段秩序として
組織を捉える最も単純化されたモデルを考え，それが本質的にどのような難点を孕むのかを明らかにする。次
に，そうした難点の刺艮をめざす諸理論にどのような難点がいまだに克服されざるものとして残存しているの

かを明らかにする。さらに，それに基づいてそうした難点を克服し，分業による協働としての組織のメカニズ
ムを明らかにするには，どのような観点から考えていかねばならないのか，理論展開の方向を定めることを目

標とする。その際，行為を目的一手段図式によって解釈することの意味を分析したルーマンの所論を手掛かり
に，組織において目的一手段解釈を用いることの意味を明らかにし，異なった視点による異なった価値判断を

相互に関係づけるメカニズムとして組織が解明されるべきことを明らかにする。

1．問題の所在
組織においては，然々のものとして何らかの程

度で指示可能な目的・に向けての行為が顕著であ
る。したがって従来，組織理論は第一にこの点に
定泣してきた。共通目的を手段に分割したものと
して組織を捉える古典的な管理論はいうまでもな
く，人間関係論，構造論的組織論官僚制的組織
論，近代組織論，コンテインジェンシー理論など，
従来の組織理論は，共通目的の存在，その達成の
ために計画・調整された協働関係として組織を概
念規定するという点では，ほぼ一致をみている(1)。
もちろんこのようにいうことは極度の単純化であ
って，共通目的や調整の。理論内部での位置づけ，
或いは環境要因の位置づけも，それぞれの理論に
よって違いがあるし，官僚制の逆機能研究に典型
的にみられるように，組織を単純に目的合理性を
実現する機械と見倣しているわけでもないことは
明らかである。
しかし，このように単純化することは以下のよ
うな意義をもつ。組織においては目的に向けての

諸活動が顕著であるが故に，目的と手段という図
式で組織か捉えられるはずだと考えることは，あ
まりにも当然なことである。また，例えば利益を
増やすために，コストを下げ，そのために製造技
術を革新し，そのために技術開発を促進し，．…“
という具合に，一連の目的一手段連鎖を一本の線
として思念することは，行為についての自然な体
験としては至極当然なことである。そうであるが
故に，目的一手段秩序について，及び目的--手段
秩序として組織を捉えることについて，十分な理
論的考察が加えられることは稀であった。このこ
とが，そもそも組織はどのようにして諸選択を関
係づけてシステムへと構成しているのか・につい
ての基底的メカニズムを解明する妨げになってい
る。共通目的の設定・変更を通じて環境を分節し，
それに基づいて組織を分節するという自己組織的
現象の解明が今日大きな課題となっているが，そ
のためには自己組織的現象をつくり出すことを可
能にしている，こうした基底的メカニズムの解明
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念は，目的や手段が組織のメカニズムによって
選択され，組織的な効力を付与されたものである
ということの，より正確には，目的や手段は諸選
択を相互連関的に可能にするメカニズムによって
もたらされた選択についての・それぞれの選択点
からの解釈であるということについての反省を妨
げ，組織をその選択メカニズムの点から解明する
ことを妨げるのである。というのは目的一手段秩
序という表象は，ある与えられた上位の目的の視
点から，それに関係づけられた諸選択の結果のみ
を，目的'一手段1(=下位目的2)-手段2(=
下位目的3）一手段３（＝下位目的4）-．.………．

● ● ● ● ● ● ● ● ●

として一望する表象であり，それら諸選択のもつ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

選択としての性質を捉え，そうした選択性をふま
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

えてそれら諸選択の関係づけのメカニズムを捉え
●

る，という視点を欠くからである。またその視点
の欠如により，組織のあらゆる選択が目的に対す
る手段として解釈されるわけではなく，目的一手
段関係の転移や，異なる部門間の選択の水平の関
係づけなどを，組織的なメカニズムとして適切に
捉えることができなくなるのである。
以上の点から明らかなように，まずは目的一手
段秩序によって組織を捉えることについて，十分
な反省を試みなければならない。そしてこのこと
を通じて，選択を。相互に関係づけることによっ
て可能にする。組織のメカニズムを解明し，そう
したメカニズムを前提として，目的や手段という
解釈がどのような問題処理の機能を果たすのか，
何故に組織においては，目的一手段という解釈が
優越するのかを解明しなければならない。
これは，目的一手段という解釈を用いることが

組織にとって何ら本質的でないと主張するもので
はない。むしろ逆である。目的の設定を通じて環
境との関係を取り結び，そうした目的によって設
定された問題の解決にむけて構造を整序し，過程
をコントロールすること，さらにこのように成立

が緊要な課題となるのである。
所与の共通目的を手段に分割したものとしての
・階統的な目的一手段秩序によって，組織を捉え

ることができると単純に考えるわけにいかないこ
とは，事実問題としては既によく知られているし，
目的が手段を一義的に決定するわけではないとい
う点での論理的な難点も，サイモンによって指摘
されている。また組織を規定する要因として環境
を位置づけることにより，共通目的の所与性自体
も前提できないことが，とりわけコンテインジェ
ンシー理論を通じて明確なものとなっている。こ
うして目的は組織を規定する基礎概念から，それ
自体研究の対象として，即ち組織の内生変数とし
て位置づけられねばならないことが認識されてい
るのである。

● ● ●

しかし，目的を組織の内生変数として十分に位
置づけてやることは，案外困難なことである。目
的を組織の内生変数として位置づけるには，組織
自体のメカニズムによって目的が選択され，それ
が個人的な目的ではなく，組織の（組織に帰属す
る）目的として，通用しうるような効力が付与さ
れるメカニズムを明らかにしなければならず，し
かもそのメカニズムは目的一手段秩序を前提でき
ないものだからである。ある人は価値Ａを目的と
して設定し，またある人は価値Ｂを目的として設
定し，またある人は価値Ｃを目的として設定する。
これらの目的が，個人的なものではなく，組織的
なものとして通用しうるのはどのようにしてか。
他者の設定した目的を，いちいち疑いをさしはさ
むことなく自らの行為の前提として受け取ること
によって，複数の人々の行為が相互に関係づけら
れていくのはどのようにして可能にされているの
か。これを明らかにしなければならないのである。
これは，分業による協働を可能にするメカニズ

ムへの問いである。これを明らかにするにあたっ
て，目的一手段秩序についてのあまりに自然な思

’

’

’

’

-１２９-

’

１

１



している既存の問題処理に対して反省的に距離を
とり，目的の変更を通じて環境との関係そのもの
を改変すること，これらは組織にとって本質的な
事態である。目的という形で評価空間を設定する
ことは，実際になされている組織の戦略として，
組織に不可欠の事態である。このような一連の事
態は，その場に居あわせることによって成立する
ような単純な相互行為システムにおいては可能で
あろうか。否である。ではこのような一連の事態
が，どのような諸前提のもとで実現されうるのか，
この点をまずもって解明しなければならないと考
えるのである。こうした諸前提に作用する要因の
差異によって，内部の小集団の自律的なふるまい
の。相互のネットワークを通じて，環境に対して
創造的に対処する組織組織全体の統合的な戦略
策定を通じて環境に対して創造的に対処する組織
既存の目的及びそれに向けた職務秩序に拘束され
て，非常にわずかな対処の自由度しかもたない組
織など，組織の様々な種差がつくり出されること
になるのである。これらを明らかにするには，組
織というシステムのメカニズムを解明するにあた
って，目的一手段秩序という思念を安易に持ち込
むわけにはいかず，十分に反省的であらねばなら
ないと考えるのである。

たバーナードがいうように，組織のメンバーが共
通目的を知っている必要がないにもかかわらず，
組織的な行為をしうるのは何故だろうか。それは
組織的な行為を，あるルールにしたがうものとし
て実際に思念しうるからであり，そうしたルール
にしたがう組織的な行為によって，共通目的が設
定・変更されるということを思念しうるからであ
る。この点を考える糸口は，メンバーが組織的な
行為をする状況に立ってみることである。組織に
おいて人々は私的・公的に実際様々な行為をして
おり，これら私的・公的な様々な行為が相互に絡
み合ったものとして，リアリティは錯綜している。
このように非常に様々な行為が複雑に絡み合った

● ● ● ● ● Q p ● ●

錯綜したリアリティの中から，(1)メンバーはある行
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

為は組織に帰属し（組織的な行為であり），ある
● ● ● ● ● ● ● ● 、 ● ● ● ● ● ● ● ● ● Ｇ １ ● ●

行為は組織に帰属しない，という弁別を行ってお
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

り，(2)組織に帰属するとされた行為に対して，自ら
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ｑ ト ●

の行為を一定の仕方で関係づけることにより，自
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

らも組織に帰属する行為をつくり出すのである。
例えばあるメンバーが権限範囲外のことをした場
合などは，それはかってにやったことだとして処
理されてしまうし，またあるメンバーが公式のコ
ミュニケーション経路を逸脱して，まったく関係
ない部門のメンバーの行為に自らの行為を関係づ
けたりする場合も，あれはかってにやったことと
されることになる。また適切なコミュニケーショ
ン経路で適切に指示が与えられた場合でも，メン
バーが一定の手順をふまえないで行為をしたりす
ると，それはかってな行為だということにされて
しまう。このような例からみても，組織において
メンバーは何が組識に帰属する行為であり，その
中で何が自分に関係する行為であるかを弁別し，
しかもそれに基づいて一定の形式をふまえて行為
をしているのである。組織はこうした一連の経過
を規制することによって，きわめて正則的で特定
化された行為の関係の取り結びをつくり出してい

そのために本稿ではまず，目的一手段秩序によ
って組織を規定する最も単純なモデルを考え，そ
れが本質的にどのような難点を孕むのかを検討す
る。それに基づいて，そのような難点を克服し，
分業による協働としての組織のメカニズムを解明
するには，どのような観点から考えていかねばな
らないか，理論展開の方向を定めることを目標と
する。
そこで，次のことを考察の出発点としよう。共

通目的が選択されたものであり，変更可能なもの
であると，事実思念しうるのは何故だろうか。ま
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諸部分の総和以上のものであり’全体一部分とい
う内的な秩序としてのみ捉えられるのである。そ
れにしたがって，目的一手段図式はこうした全体
一部分図式のシステム概念に投影され，システム
の目的は全体として，手段はシステムの部分とし
て捉えられ，手段の組み合わせの様式，即ち組織
によって，部分の総和以上のもの’即ち目的の達
成がもたらされると考えられているのである。以
上のような意味で，目的一手段図式と全体一部分
図式が等置されたモデルを，「目的モデル」と呼
"(3)o
一般に古典的組織論として一括されてきた諸理

論には，ルーマンがいうような,全体一部分図式
と目的一手段図式の等置としての目的モデルが，
多少とも含まれているといえる。
ただし目的モデルは，上位の地位による命令と
いった要素を全く含まないモデルであり，古典的
組織理論のある一面を構成するものである。そこ
で，目的モデルによって組織を規定することがど
のような問題点をもつものか，先に我々力泣てた
観点から検討しておこう。
上述の通り我々の議論の前提は’メンバーの行

為の視点から，組織に帰属する他の諸行為が弁別
され，それらとの一定の関係づけによって，組織
的な行為をすることが可能となり，このようにし
て様々な行為の連関として組織が構成されていく，
という視点であった。この点からすると，目的モ
デルによって組織が捉えられるとすれば，それは
次のことを意味する。即ち，ある行為は共通目的
の手段であるから，個人的な行為ではなく組織的
行為であるということが弁別され，そのようにし
て弁別された組織的行為に対する手段としての行
為をするが故に，自らの行為も組織的なものとし
て効力をもつことになる。そしてこのことが，組
織に帰属することになるあらゆる行為について成
り立つということである。したがって，あらゆる

るのである。したがって，このような意味で組織
は，組織に帰属する行為を。同じく組織に帰属す
る他の行為との関係づけの中でつくり出すメカ
ニズムとして捉えられねばならないのである。組
織を規定するには，こうした一連のメカニズムを
特定しなければならないのである。

Ⅱ、目的一手段図式による規定の批判検討
組織理論の伝統においては，組織における行為
にみられる。目的への指向の優越性に定位して，
共通目的に対する目的合理性という含意を，組織
の概念規定の中に多少とも仕込んできた。その際，
行為の水準でみられる目的合理性を組織の水準に
投影し，個々の行為は組織の水準における共通目
的に対して目的合理的な関係に立つものであると
考えられてきた。こうした考え方の源泉であり，
最も単純化されたモデルが，一般に古典的組織論
とか伝統的組織論などと一括されている諸理論に
みてとることができる(2)。
ルーマンは，古典的組織論に仕込まれている目
的一手段秩序や目的合理性の含意について，目的
達成の手段として行為を捉える目的一手段図式を，
無反省システムとしての組織の把握に持ち込んだも
のとして解釈している。ﾉ吟マンによれば,古典的組織
論において組織は特定の目的を達成するよう調整さ
れているシステムとして捉えられ，組織はその目的を
達成する場合に合理的であるとされる。それにし
たがって，組織されたシステムの合理性は目的合
理性として解釈されるのであり，システムの構造，
乃至職務構造・「公式」構造は，組織というシス
テムの水準の目的に対する手段として位置づけら
れる。このように行為の水準の目的合理性が，シ
ステムの水準に投影されることに並行して，全体
一部分図式という古典的なシステム概念が明示的

に或いは黙示的に適用されている。即ちシステム
は諸部分から構成される全体であるが，それは

’
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組織的な行為は，個々に，全体としての共通目的
に対する手段として一義的に規定され，且つその
ように規定されていることについての，メンバー
のあいだの全域的な合意が存在することが必要で
あることになる。つまり，(1)あらゆるメンバーが
実際に共通目的を知っているという意味で，共通
目的についての全域的な合意が存在すること。（２）
個々の行為はすべて，その共通目的の手段として
一義的に規定されているということ。これは，あ

らゆる行為が共通目的によって直接に一義的に規
定されている必要はない。共通目的がある手段を
一義的に規定し，その手段がさらなる手段を一義

的に規定していくことによって，共通目的を最上
位の目的とする目的一手段連鎖が成立しており，
ある行為がそうした目的一手段連鎖の一点として
位置づけられていればよい。(3)このようにして個
々の行為が，共通目的の手段として一義的に規定
されていることについての全域的な合意ｶﾐ存在す
ること。これら(1)～(3)のことが成り立つが故に，
メンバーは，あの行為は組織に帰属する行為であ
り，あの行為は組織に帰属しない単なる個人的な
行為だということが判断できるのである。そして
この判断に基づいて，自らも全域的に合意の存在
する目的一手段連鎖の中に位置づけられる。共通
目的に対する手段としての特定の行為を，組織に
帰属するものとして行うことができるのである。
このように，目的モデルによって組織を捉える

ことは，組織に帰属する行為の連関が，共通目的
に端を発して一義的な規定関係に立つ目的一手段
連鎖として捉えられ，そのことについての全域的
な合意の存在を意味することになるのである。も
し，このような全域的な合意が存在するとすれば，
その場合，単一の価値視点の絶対化，単一の関係
づけ視点に基づくことになってしまう。それは，
ある一人の人間がある価値を実現すべきものとし
て共通目的とし，あらかじめその目的をいくつか

の最末端の手段にいたるまで分解し，階統的な目
的一手段連鎖を設計しておき，メンバーは設計さ
れた通りに機械のように実行する，ということと
同じである。つまりあらゆる組織的な行為は，
組織の設計者によって，極端な場合には指の動か
し方ひとつにいたるまで，あらかじめ決定されて
おり，個々のメンバーによる価値判断・自由裁量
が一切存在しないということである。そこでは組
織の意義，乃至分業による協働の意義は，たかだ
か作業の専門特化による作業効率の増大といった
ところにとどまることになってしまう。
もちろん組織の意義はこのような点にとどまる

ものではなく，むしろ逆に，組織は様々に異な
った価値視点を相互に関係づけ，様々な視点によ
る情報処理（情報創造)･個々のメンバーの行為
の自由度を相互に関係づけることによって，個々
人のもつ創造性や主体性を組織次元に昇華させ，
組織全体として莫大な情報処理能力を実現する
という意義をもつものである。事実，目的毛デル
によって組織を捉えることには，以下のような内
在的な難点があり，目的モデルによって組織を捉
えることは不可能である。
まず，サイモンやルーマンカ;指摘する通り，あ
らゆる目的は適切な手段を導出するものではない
し，まして適切な手段を一義的に規定するもので
はない（→Simon[1945=1965:８１],Luhrnann
(１９７１:９４))。さらに，組織目的として公示さ
れているものは，非常に暖昧で多義的なものであ
り，個々の行為の自由度は大きく残されており，
それはせいぜい問題が生じた際の行為の正当化の
ために用いられるものと考えられる。例えば，マ
ーチとサイモンは，「操作的目的」と「３醗作的

目的」を区別した上で，「一般的厚生の促進」と
いう目的は非操作的であり，代替的な諸政策を比
較する基準は事前にも事後にも備えておらず，下
位目的の介在を通じて特定の行為に関係づけるこ
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’ の行為の目的合理的な関係づけとして組織を規定
することはできない。ある目的の達成のための手
段の役人は，他の目的やその手段との調整を必要
とすることになる。仮に目的が手段を一義的に規
定しえても，目的合理的なものとして組織を捉え
ることはできない。なぜならそうした調整は，当
該目的の手段としては位置づけられないし，手段
として合理化されえないからである(6)。
古典的組織論の諸理論は，このような行為の未

規定性，矛盾を排除しえないという困難を，構造
と過程の区別によって隠蔽しようと試みた。即ち，
構造と過程はまったく別個のメカニズムであり，
それぞれが，それ自体個別に合理化されねばなら
ないという主張である。一方で，所与の共通目的
の達成のために，職能の配列としての構造形成が
論じられ，他方で，実際の執行過程での調整の必
要性が論じられるのである。ただしその場合，構
造の水準での調整と，過程の水準での調整は，相
互に所与として前提しあうまったく別個の経路の
ものとして立てられているのである。この点は
古典的管理論，より典型的には経営経済学的組
織論にみられる。例えばノルトジークの場合，組
織形成の理論は「組織関係論」と「組織過程論」
に分けられ，前者では所与の経営職分に基づく
職分の肢体化，構造的関係が論じられ，後者では
労働給付の経過や職分との関係づけが，労働の結
合の問題として論じられる。即ち，経営経済学的
組織論における基本原理たる「肢体化と一体化」
は，それぞれ別の水準の合理的秩序づけとして扱
われているのである（→Nordsieck(1934:69
ff))(7)。こうして構造と過程を別立てのものとし，
過程の合理化によって目的一手段関係の未規定性
が回収されるような印象を与え，目的モデルの難
点を隠蔽しようとするのである。
しかし，構造と過程の区別それ自体は重要であ

る。ただし相互に別立てに設定するのではなく，

とができるのみであるが，下位目的と「一般的厚
生の促進」という目的との関連は検証可能ではな
い，と指摘しているのである（→Whrch/Simon
[1958=1977:236ff))。
この系として，目的一手段図式は個々の行為の

指向の矛盾を排除するものではないということが
生じる。というのは，目的は手段としての行為を
一義的に確定することができず，相矛盾する下位

目的を許容するからである。したがって，組織に
は，独自の下位目的の形成やそれをめぐるコンフ
リクトが，いたるところで立ち現れ，それらの矛
盾した下位目的の調整にとって，全体の目的は十
分な決定根拠を与えることはできないのである。
この点について，サイモンは次のように指摘して
いる。組織目的はせいぜい異なった制約条件のセ
ットの総体のうちの類似した部分として認められ
るにすぎず，目的を選択肢の産出として厳密に捉
えるならば，組織には共通の目的はほとんど認め
られないのであり，むしろ下位目的形成や目的コ
ンフリクトが顕著である（→Simon(1964:6))。
このように，目的は手段を一義的に確定しえず，
組織目的による組織の合理化は極めて不完全にし
か行われないのである(4)。
加えて，組織には複数の共通目的が存在し，し
かもそれらが矛盾することもありうるのであって，
矛盾した目的構造は，相互に矛盾する行為を等し
く許容することになる。その結果，そうした矛盾
した目的の間の優位性の決定が実際には下位の集
団に委ねられ，下位の集団間の関係の問題として
解消が図られることになる。例えば，病院の目的
として,看護,看護人養成,研究という複数の目的
があり，それらの優先順序はそれを担う下位シス
テムの関係に委ねられることになる(5)。
目的が手段を一義的に規定しえないこと，手段

の矛盾が存在すること，目的自体の矛盾が存在す
ることなどにより，共通目的に対する手段として
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構造の選択性と過程の選択性を相互にどのように
関係づけるか，ということが問われねばならない
のである。構造と過程を相互に他を所与として前
提する。まったく別個の合理化の経路として捉え
てしまうと，構造と過程の二重の選択性をどのよ
うに関係づけ，合理化するか，ということを適切
に捉えることができなくなるのである(8)。
以上の通り，目的一手段関係の未規定性をめぐ
る問題として目的モデルの難点を検討してきたが，
その他にもいくつかの問題点がある。
目的モデルにおいては，目的と動機づけが不可

分のものとして同一視されており，目的は行為者
にとっては同時に彼の行為の根拠であるように捉
えられている（→LIllmann(1971:69))。だが，
目的一手段という行為の因果構造に対して，行為
の動機づけ構造は自律的であり，それぞれ別様に
合理化されねばならないものである。もし，組織
目的によってメンバーの動機づけが保障されねば
ならないとしたら，組織目的の内容は固定的なも
のにならざるをえず，環境との関係における組織
の合理化は極めて困難なものになってしまうので
ある。
さらに，目的モデルでは所与の共通目的に対す
る目的一手段秩序として組織を捉えるために，目
的の設定や変更の過程は組織の過程としては捉え
られないことになる。つまり共通目的が変わると
いうことは，とりも直さず，組織が一旦消滅して
からあらたに作られたということになってしまう
のである。
このように目的モデルには多くの問題点があ

り，それ故に目的モデルによっては組織を規定す
ることはできない，と結論づけることができよう。
目的モデルによって組織を捉えることは，メンバ
ー間に，共通目的についての全域的な合意が存在

し，行為が共通目的の手段として一義的に規定さ
れ，そのことについての全域的な合意が存在する

ということを意味するものであった。しかるに，
共通目的についての全域的な合意はほとんど存在
しえないし，また存在する必要もないのである
（→Barnard(1938=1968:143f))。さらに，目
的は手段を一義的に規定しえないし，目的の暖昧
さや矛盾，手段における矛盾，などによって，上
記のような意味での目的モデルは不可能だといわ
ざるをえないのである。

ところで，目的モデルのこのような問題点は，
そもそも目的一手段図式と全体一部分図式の等置，
即ち，システム解釈としての目的一手段図式の不
完全性として捉えることができる。本来，全体一
部分図式はシステムの静的な内部秩序としてのモ
デルであって，目的一手段図式は直線的に思念さ
れた。行為についての因果モデルである。こうし
た違いを無視して両者を整合させることはできな
い。つまり，手段は目的とされた結果の原因とし
て解釈されるものなのであり，目的の部分ではな
く，目的もシステムのある機能を担う部分にすぎ
ない。古典的諸理論はこのような違いに無自覚
であり，システム解釈としての目的一手段図式
（即ち，目的モデル）の不完全性を，全体一部分
図式を強調するために，階統的な職位秩序に裏付
けられた命令によって補完しようとするのである。
このようなモデルを「命令モデル」と呼ぶ（→
Luhmann[1971:９６))。
このような命令モデルとは如何なるものであり，

どのような問題点を持つものなのか検討しておこ
う。命令モデルとは，部分からなる全体という内
部秩序としてのシステム，目的としての全体，手
段としての部分というシステム解釈，命令関係を
伴う階統的な職位秩序による。未規定な目的一手
段関係の具体化という考え方から構成されてい
る。
上記のように古典的諸理論では，組織の共通目
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していくことを通じて目的一手段関係を合理化す
るもの・として組織が捉えられることになる。こ
れはトップのもつ価値視点による合理化であって，
いわば組織の合理化はトップの行為の合瑠上と同
じことである。だが，組織の合理化は単一の価値
視点からなされることはできず，むしろ合理化は
複数のメンバーの意思決定の連関に求められねば
ならない。このような単一の価値視点による合理
性を仮定すると，組織にみられる内部構造による
合理性の制約といった，組織の中心問題を捉える
ことができなくなってしまう。こうした点は目的
モデルの問題点を引きずっているのである。
また，命令モデルでは，上位者が命令によって

下位者の行為を具体的に指示するという・最上位
から最下位にいたる命令関係を前提するので，実
際には下位者が環境とやり取りする場合も，それ
は上位者の命令によって，ひいてはトップの命令
によって具体的に指示されたものだということに
なる。したがって，トップの目的のみが環境との
やり取りの内容的な決定尺度として捉えられ，論
理的には，組織のトップを通じてのみ環境とのや
り取りが行われることに等しくなる。これは単一
の価値視点，全体一部分という内部秩序としての
システムモデル，ということの必然的な帰結であ
る。だが，これはまったく非現実的な想定だ。組
織には，上位者が完全に把握することのできない，
下位者独自の環境とのやり取りがあり，それが下
位者の自律性をつくり出しているのである。下位
者には上位者がもちえない詳細な事実の把握，
環境認識があり，これらに基づく下位者の自律的
な問題処理を相互に関係づけうるという点にこそ，
分業による協働のメリットが存するのである。事
実，下位者独自の知識に基づく独自の問題処理
が存在せず，上位者が，ひいてはトップのみが，
あらゆる事実の把握を行い，それに基づいて下位
者の行為を具体的に指示しなければならないよう

的から行為目的を導出し，行為目的と動機づけを
同一視するということから，誰の目的が共通目的
として組織において価値づけられるのか，という
問いが不可避なものとされることになる。これに
対して，古典的諸理論では，共通目的に直接的に
個人的な利害関心を有する企業者乃至支配者と，
共通目的には間接的にしか利害関心をもたない労
働者乃至官吏を，明確に区別することによって対
処した。そこで次のように考えられたのである。
メンバーのうちのひとりの動機のみが，乃至関与
する諸部分（利害集団）のうちのひとつの部分の
動機のみが，組織目的として顧慮され，その他の
メンバー乃至部分の動機はそれに対して手段化さ
れ，中立化される。それ故組織は，その他のメン
バーの動機をいちいち顧慮することなく・命令へ
の服従という形式で目的達成を保障するために・
階統的に組織されている一種の支配システム，と
して捉えられるのである。このことから，古典的
諸理論の最も中心的な考え方が主張されることに
なる。即ち，職位はタスクによって規定され，そ
うしたタスクは目的一手段関係の中に帰属される
のだから，組織における階統的な職位の秩序は目
的一手段秩序である，と。そしてそこには，階統
的に上から下へと流れる，位階に支えられた命令
が，一般的な組織目的の未規定性を行為の指示へ
と具体化し，同時に命令への服従という形でメン
バーの動機づけを矯正するということを通じて，

階統的な職位秩序は目的合理性を補強するものだ
という考え方が含意されているのである。
このような命令モデルにも，様々な難点がある。

とりわけ，上位者が下位者の行為を命令によって
具体的に指示するということに関わる本質的な難
点である。
まず命令モデルでは，企業者や支配者といっ

た組織のトップのもつ目的を所与とし，その手段
としての下位者の行為を命令により具体的に指示
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な組織が存在しえないことは明白である。
この点に関して着目しなければならないのは，

専門知識の増大によって下位者は上位者よりも仕
事の内容について詳しく知っているという事態が
生じているということある。このような専門知識
の増大にともなう階統的な地位構造の維持の問題
は，官僚制論の大きなテーマにすらなっているの
である（一傷V.A.Thompson(1961=1971])。
このことからも，上位者が命令によって下位者の
行為を具体的に指示するものとして組織を捉える
ことができないのである。
以上の点からして，目的一手段秩序としての職

位構造という命令モデルの考え方には大きな問題
があるのは明らかである。命令モデルにおいては
階統的な関係が目的一手段関係として考えられて
おり，目的についての決定は可能な手段の認知な
しには下されえないということを考えあわせると，
垂直的な分業はたかだか命令と執行の分担としか
捉えられないのである。さらにいうなら，命令モ
デルでは手段としての下位者のとりうる行為を上
位者は完全に知っており，それだからこそ上位者
は自らの目的の手段としての下位者の行為を命令
によって具体的に指示できるのであり，こうした
上位者一下位者の階統的連鎖として組織が捉えら
れるのである。したがって，このことは論理的に
は組織のトップが最末端の者がとりうる行為を完
全に知っていて，行為を具体的に指示することに
等しい。これに対して，下位者の環境接触や専門
知識の増大による下位者の自律性の増大は，垂直
的分業をも，単なる命令と執行の分担にすぎない
ものとしてではなく，異なった問題に対処する機
能的な分業として捉えるように要請する。即ち，
階統的構造の個々の水準で独自な環境接触をもち，
それぞれが独自の視点で独自の問題について決定
を下すものとして捉えねばならないのである。当
然こうした考え方は，目的一手段秩序としての階

統的構造という捉え方を破るものである。
また，命令モデルにおいては，調整の必要性は

職能分割・配列の結果問題として捉えられ，調整
は目的一手段関係の調整であるから，階統的な組
織構造によって補完されると考えられている。そ
れ故，調整は特定の機関が集権的に行うものと考
えられることになる。それによって,相互的な決定の
同調，これを可能にする決定過程に関わるメカニズ
ムの問題が捉えられなくなってしまうのである。そ
れに関してさらに，集権的な調整という考え方は，
水平的な協働関係における，相互的な影響関係・
依存関係を顧慮することができないのであり，水
平的な協働関係の合理化という問題を視界に入れ
ることができないのである。この問題は現代組織
の最も重要な特徴を示すものであり，決定におけ
る水平的な協働関係は上位者の命令の重要性を低
下させ,逆に下位から上位への情報の流れがますま
す重要になってきているのである。このように，
組織を階統的な命令関係として捉えることはでき
ないのである。
さらに命令モデルにおいては，命令という階

統的コミュニケーションに過大負荷を課してい
るが，命令にそのような負荷を課すことはできな
い（→Luhmann(1973:７７])。例えば古典的
諸理論においては，命令は目的に対する手段を明
確にしてその遂行を指示すると同時に，そうした
活動へのメンバーの動機づけをするものとして位
置づけられている。しかし，上位者による単一の
コミュニケーションにこうした二つの機能を同時
に課すことは困難であり，目的遂行を指示するリ
ーダーシップと，動機づけをするリーダーシップ．

とは別の源泉をもち，別の前提をもつものだと考
えられるのである（→Etzioni[1965])C,
以上のように，命令モデルには多くの問題があ
り，それによって組織を捉えることはできないの
である。命令モデルは目的モデルを核として，目
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提とすべきものは，目的概念を組織の内生変数と
して位置づけようとした試みである。このような
転換は，近代組織論によってもたらされた。いう
までもなく，「経済人」の合理性から「経営人」
の合理性，最適基準から満足基準への転換によっ
てもたらされたものである。（→Simon(１９４５
=1965),March/Simon(1958=1977))サイモ
ンは，合理性を保障するものとしての目的一手段
の階統的な秩序について，次のように批判する。
目的と手段の階統的な連鎖は統合された，完全に
連結されたものであることはほとんどありえず，
究極の目的と活動の結びつきが漠然としていたり，
究極目的自体が暖昧であったり，目的や手段の間
に相互に内部的な矛盾があったり，目的と手段の
結合の連関自体が漠然としていたりする。加えて，
特定の行動の選択によって達成される目的が，他
の行動の選択によって達成されたであろう代替的
な目的を十分に考慮しないために，不完全にしか
設定されないということ。手段は特定目的の達成
以外に様々な付随結果をもたらすという意味で価
値中立的ではなく，目的以外のそれら付随結果を
すべて考慮することが不可能であるということ。
さらに，意思決定において時間的要素は，新しい
状況をつくり出し，それが後続の意思決定に影響
するという意味で重要な要因であるにもかかわら
ず，目的一手段秩序においては時間的要素が考盧
されないということ。以上の理由によって，目的
一手段秩序は選択の合理性を保障しえないもので

あると結論づけるのである｡(→Simon[1945=
1965：79-84〕）
したがってサイモンは，目的と手段の階統的な

秩序によって組織を規定することを斥け，合理的
な意思決定によって組織を特徴づけようとする。
その場合まず，経済人の合理性を批判する。経済
人のモデルにおける合理的な意思決定とは，決定
者は代替的選択肢の全集合を知っており，それぞ

的一手段指向のもつ問題を命令関係を伴う階統的
な職位秩序によって補おうとするが，その点に問
題の源泉がある。目的一手段関係の未規定性，目
的一手段関係における矛盾の存在，目的と動機づ
け，などの問題がすべて，命令関係を伴う階統
的職位秩序にその解決が負荷されてしまうので
ある。しかし，命令や階統的職位秩序にそうした
過大な要求をたてることは不可能であるし，それ
はまったく非現実的なものになってしまうのであ
る。筆者は，このような過大な要求は究極的には
目的モデルの過大な評価に源泉があるのであり，
組織のあらゆる部分は共通目的に対する手段とし
て位置づけられるという捉え方は放棄されねばな
らないと考えるのである。

’

Ⅲ、理論展開の試みとしての近代組織論
そ の 批 判 的 検 討 一

前節で検討したように，共通目的に対する個々
の行為の目的合理的な関係づけ・によって組織を
捉えることは困難である。であるならば，計画や
調整といった性格を強調すれば良いと考えられる
かもしれない。目的に対する指向は確かに顕著で
あるが，それは組織の単なる特徴のひとつにすぎ
ず，組織は共通目的に対して必ずしも目的合理的
ではない。むしろ組織は計画や調整を通じて環境
に適応するという点によって捉えられるのだ，と
考えられることになる。つまり，個々の行為は計
画されたもの乃至調整されたものであるが故に，
その行為は組織に帰属するものとされる場合であ
る。その場合には厳密には共通目的による組織の
規定を放棄したことになる。とすれば，共通目的

● ●

に対する目的合理的な関係づけ以外によって組織
を規定し，しかる後に，目的指向的な行為が優越
したメルクマールとしてつくり出されるメカニズ
ムを解明しなければならないことになる。
この方向での理論展開として，我々の議論の前
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れの代替的選択肢に，その結果の集合が付与され
ており，決定者はそうした諸結果のすべての集合
を順序づける選好序列をもっており，決定者は，
諸結果の好ましい集合を得られる代替的選択肢を
選択する，というものである。それは，すべての
代替的選択肢を比較しうる諸基準の集合が存在し，
そうした諸基準からみて最も良い選択肢を選ぶと
いう，最適基準による意思決定である。(March
/Simon(1958=1977:208ff))
しかし，選択に際してすべての選択肢が所与で

あること，選択肢のそれぞれのすべての結果を知
っていること，すべての結果の集合に対して完全
な選好序列をつけること，これらは不可能である。
そこで立てるのが，制約された合理性に基づく意
思決定である。意思決定の合理性は，まず知識の
不完全性によって制約されており，あらゆる選択
肢を知ることも，その結果すべてを知ることもで
きないということによって制約されている。また，
意思決定の際に他者の意思決定を知らねばならず，
その予測の困難さによって意思決定の合理性は制
約されることになるのである。こうした経営人の
制約された合理性に対応して意思決定は，次の特
質をもつとされる。ひとつは，決定者は自らが認
知可能な範囲で，現実の状況についての単純化さ
れたモデルを構成し，複雑な状況のうちの一部分
のみを自らの選択に関連するものとし，他を無関
連なものとして捨象して，意思決定を行うという
点。また決定者は，満足できるぎりぎりの代替的
選択肢をはっきりさせる基準を有し，その基準を
満たすものを選択するという意味で，満足基準に
よって意思決定を行うのであり，その基準は単純
化されたモデルの一部を成しているということで
ある。（→MarCh/Simon(1958=1977:208-
215〕）
サイモンは，このような制約された合理性に対

応する満足基準による意思決定に対して，決定前

提の供給を通じてそれらを相互に結びつけること
により，合理性の制約の克服をめざすようなもの
として組織を特徴づけたのである。これは古典的
諸理論が描いた階統的な組織像から，意思決定の
関係としての。より相対化された組織像への転換
であり，それに対応して目的概念も相対化された。
つまり，目的は目的一手段の階統的な秩序の中
に位置づけられるのではなく，意思決定を行う際
の，組織において構成された状況の単純化された
モデルに含まれる満足基準として位置づけられる
ことになるのである。もちろん，個々の詞患決定
にとって単純化されたモデルは所与のもの‘として
扱われるが，重要な点は，そうした状況単純化自
体は組織において構成されたものなのであり，計
画のコンテクストにおいては可変的なものだとい
うことである。したがって，そうした状況単純化
の要素である目的は組織において構成されたも
の，計画のコンテクストにおいて可変的なもので
あり，目的は組織における意思決定の産物1として
位置づけられるのである。
この点を，マーチとサイモンは下位目的《iD割当

ての問題として扱っている。組織では全体の複雑
な問題をその部分に分割し，各メンバーや各部門
に割り当てることにより，意思決定問題の単純化
をはかる。各メンバーや各部門は，全体の問題の
一部を分担し，他の部分は自らの意思決定状況に

無関連なものとして除くのである。このような問
題の単純化は，「要素分解」として行われその
方法が「目的一手段分析」である（→March/
SimOn[1958=1977:291-297])｡つまり，組織
全体にとって解決すべき問題がある場合，その解
決が目的であるが，それはあまり一般的で複雑な
もので直ちには達成できない。そこでそれを達成
するための大雑把に特定化された手段を発見し，
それを下位目的として受け取って，その趨戎のた
めのより詳細な手段を発見していくというやり方
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局，目的一手段の階統的秩序に結果としては接近
してしまっている(9)。そのために，下位目的が内

● ● ● ●

生変数であることはいえても（厳密には，プログ
ラム化する決定が組織の意思決定過程のメカニズ
ムとして十分に解明されていないので，下位目的
すら内生変数としては位置づけられていないのだ
が），組織目的自体が内生変数であることはいえ
ないのである。
こうした点は,先に述べた構造と過程を別立てに

することの難点という，目的モデルの難点が尾を
引いているのである。一方で目的一手段分析とい
う論理的な目的一手段分割によって決定前提の構
造を導出し，他方で意思決定過程を設定する，と
いうことに著しく接近しているのである。構造と
しての決定前提の選択も，過程としての意思決定
の諸条件に服するのであり，構造は過程の，過程
としての性格のうちに含意されるのである。この
点に構造としてのプログラムを解明する鍵がある
と考えられる。サイモンのようにプログブムも目
的一手段分割という線でしか捉えられないと，プ
ログラムをめぐる諸事象が意思決定というシステ
ムの動態的な過程に位置づけられず，せいぜい目
的一手段分割が組織内的コンフリクトに至るとい
う考察に回収されるにとどまる。相互の関係づけ
によって意思決定を可能にする諸条件に基づいて，
どのようにしてプログラムを構成することが可能
になるのか。また，プログラムは意思決定の過程
にどのような機能を果たし，どのような選択可能

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

性を開示するのか。即ち，プログラム化する決定
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

とプログラム化された決定の分化は，どのような
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

システム条件に基づいて可能になり，こうした分
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

化がシステムにどのような選択可能性を開示する
● ● ● ● ● ● ● Ｏ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

のか，どのような様式の問題処理を可能にするの
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

か，またどのような問題を引き起こすのか，とい
った問題が問われないままになってしまうのであ
る。

で，目的を手段へと分解し，それを各単位に下位
目的として割り当てるのである。こうした一連の
経過は「革新の意思決定」として行われるのであ
る（→March/Simon[1958=1977:263ff))。
ここからわかるように，目的は組織の内生変数と
して明確に位置づけられているのであり，近代組
織論の大きな成果であ‘る。
目的力乱満足基準，制約条件として位置づけられ

たことの意義はもうひとつある。それは，目的が
個々の行為の水準からシステムの水準へと明確に
移れた点である。上述のように，古典的な諸理論
においては，行為の水準の目的一手段図式がシス
テムの水準での全体一部分図式に無反省に投影さ
れてしまった。これに対して，満足基準，制約条
件としての目的は，組織というシステムの解決す
べき問題に対して満足のいく，有用な意思決定の
条件として位置づけられているのであり，このよ
うにシステムの水準での問題に対する有用な意
思決定の条件として目的を明確に定式化した点で，
大きな意義をもつのである。
このような点で，それまでの組織論の難点を克

服するための一歩を踏み出したことは大きな成果
であり，組織の内部メカニズムについての理論とし
ては今日でもこれを越える成果がほとんどないとい
う状況ではあるが，それでもなお近代組織論には
大きな難点があるといわざるをえない。サイモン
には組織を目的一手段関係によらずに明確に規定
するという意図はないし，実際に行われていない。
サイモンにとっては組織というメカニズム内部の
意思決定の諸相を記述することが主題であり，組
織の分析単位として意思決定に定位するにとどま
っているのである。したがって，目的についての
意思決定に着目しながらも，意思決定を相互に関
係づけることによって構成される。意思決定の連
関としてのシステムに定位しないために，目的一
手段分析というテクニックに頼ることになり，結

’
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こうした点は，意思決定を事実的な平面で扱う
という点にみられる。意思決定は与えられた状況
単純化を通じて決定前提が供給され，それにより
選択肢集合が与えられ，その中からの選択として
事実的な平面で捉えられている。このような状況
についての単純化されたモデルはどのようにして
構成され，どのように働くのか。この状況単純化

● ●のモデルを設計するプログラム化する意思決定そ
れ自体，他の意思決定と相互に関係づけられて下
されねばならないという，システムの過程として
の条件にしたがうものであり，同時にプログラム
化された決定の問題状況をも顕盧しなければなら

● ● ●

ないものである。さらにプログラム化された決定
自体も，他の意思決定と相互に関係づけられて下
されねばならないという，システムの過程として
の条件にしたがうものであり，状況の単純化はこ

● ● ● ● ● ●

うした条件のもとで働くのである。意思決定を事
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

実的な平面で捉えると，プログラム化する決定と
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Ｏ ● ● ●

フ・ログラム化された決定が，いずれもシステムの
● ● ● ● ● ｡ ● ● ● Ｏ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

過程として資格づけられねばならないという共通
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 、 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

の条件に服しつつ，しかも異なった問題状況に対
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

処するものであるという点を捉えることｶﾐできず，
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

う°ログラム構成と実際の決定連関を無媒介に同一
● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

視することに陥り，目的モデルや命令モデルと同
● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ● ● ● ０ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

様の決定論的な組織像に限りなく近づいてしまう
のである。この点を考盧して初めて，意思決定と
いうシステムの過程に一貫して定位して，構造と
過程の関係づけのメカニズムを明らかにすること
が可能になり，目的一手段の関係づけをそうした
メカニズムによって可能になる。組織の内生変数
として十全に位置づけることが可能になると考え
られるのである。

ずに組織を捉えるということは行われなかったに
せよ，目的が組織の内生変数として捉えられ，し
かもそれが組織というシステムの水準に位置づけ
られ，さらに目的一手段関係も相対化されたと
いう点は，重大な進歩であったといえよう。しか
し近代組織論には，上述のような本質的な限界が
あった。そこで，目的についての選択や手段につ
いての選択が，選択相互の関係づけというシステ
ム条件とどのように関わっているのか。そのこと
が組織を捉える上でどのような含意をもつことに
なるのかを検討しておこう。
目的一手段図式によって行為を解釈することの

意味について考察したものとして，ルーマンの議
論を導きの糸としよう。（→Luhmann[1973:18
-５４〕）ルーマンによれば，伝統的な行為の解釈
においては，目的は行為の構造の一部，行為の経
路の最終点として，行為を根拠づけるものであっ
た。だが，近代とともに相互主観性が問題化する
ことによって行為の目的論的解釈は崩壊し，因
果性や価値といった概念によって行為の。より
差異化された観察をひらく関係枠組がつくられた。
それにより，日常的な思念においては単一の出来
事として経験される行為を，目的や手段という異
なった点に分解するようになったが，それは人為
的な分解であるという。このような分解は，行為
の解釈の中に柔軟性や不確定性を持ち込むもので
あり，それによって代替的な選択肢が喚起される
ことになり，その意味で構成的な秩序作用をもつ
ものである。この点を明らかにするためには，次
の二つの問いが答えられねばならないという。第
一に，行為の生起の自然に経験される単一性を，

因果的に原因と結果の差異として解釈するくことに
はそもそもどのような意味があるのか。第二に，
第一の問いの答えを前提として，原因となる行為
の特定の結果を「目的」として，原因となる行為
自体をそれに対して「手段」として解釈すること

Ⅳ 、 目 的 一 手 段 解 釈 の 意 味 一 理 論
展 開 の 端 緒 一

近代組織論においては，目的一手段関係によら
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付随結果乃至他の行為の断念された結果の価値お
よび非価値を顧慮することなく・行為を根拠づけ
ることができる，という意味をもつ。手段概念は，
別の側面からこれと同じ価値関係を把握する。つ
まり，目的とされた結果の達成に適している原因
を前提とし，この原因の。目的以外の結果の価値
含意が無視されうるということを意味するのであ
る｡したがって目的設定および目的への手段の
帰属は，価値地平の限定，行為の価値含意の部分
的な中立化，限定的な顧慮にすぎないものに対す
る正当化，を意味するのである。上述のようにサ
イモンは，目的一手段連鎖という観点は，他の行
為を選択することによって達成されたであろう代
替的目的の価値，特定の手段がもたらす付随結果
の価値を視野に入れることができないので合理性
を保障しえないと指摘した。だが目的一手段連鎖
のかわりに意思決定に定位するならば，そこで見

● ● ● ● ● ● ● ⑪ ●

出されるのは，このような，目的や手段について
● ● ● ● ● ● ● ｡ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

の選択に際して・それぞれの選択の視点から。ま
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

さに主体的にこのような価値の中立化をし‘・それ
● ● ● Ｏ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

故に選択が可能になっているという事態である。
第一にこの点に定位しなければならないのである。
このことは推移律の成り立つ価値序列によっ

て対処することとは大きな違いをもつ。目的原理
は，因果関係の具体的な（或いは類型的な）布置
を前提にして，ある特定の結果の実現が問題であ
る限りにおいて，問題とされたある諸価値のある
部分が拘束力があるものとし，他のあらゆる部分
が注目に値しないことを定式化するのであり，そ
の意味である価値側面の中立化である。重要なの
は，中立化は他の諸価値を消去することでもな
ければ，ある価値に他の諸価値を普遍的に従属さ
せることでもない。ある価値の実現を問題にする
というその限りにおいてのみ，他の諸価値をその
問題に関係ないものとして，暫定的に無関連化す
るということである。したがって，別の価値の実

は，どのような意味をもつのか。
第一の問題について，ルーマンは次のように考

える。因果図式は，特定の結果と特定の原因の関
係を問題とするが，特定の結果の視点からは，そ
れを同様にもたらしうる複数の原因が常に存在し，
原因の視点からは，同様に引き起こしうる複数の
結果が常に存在するのであり，このような原因，
結果の複数性は，原因乃至結果が別の因果コンテ
クストに移し替えられる場合に発見されるもので
ある。この点からすると，ひとつの原因とひとつ
の結果の不変関係を設定する因果法則は，原因に
も結果にも他の可能性のない限界的ケースであっ
て，現実には存在しえない㈹。したがって，因果
図式の機能は次のように捉えられることになる。
それは原因と結果の不変の関係を設定することに
あるのではなく，原因と結果の，常に可能である
のみで。決して不可避であるというわけではない。
ある特定の構造化された変更可能性を認識するこ
とにある。換言すれば行為の因果解釈は，自然
に想定された類型化の拘束から自由になることで
あり，行為の諸経過のある点（原因或いは結果）
の視点から他の点を変更できるために，ある点を
一定のものとして設定し，その点から他の点を分

析することを可能にする。行為の構造を構成する
のである。この意味で原因と結果の概念は，機
能的に等価な諸可能性の交換のための空位以
外のなにものでもないという。このように行為の
因果解釈は，自然な経験からの脱類型化を可能に
し，無限の因果要因を発見することを可能にする
のであり，その意味で世界の複雑性を写し取り，
写し取られた複雑性を代替的選択肢へ縮約するた
めの枠組を与えるのである。
第二の問題について，目的・手段の概念は，上

記のような因果関係を前提として，行為の諸結果
の間にある価値関係を含意するものである。つま
り目的設定は，目的とされた諸結果の価値が，

’
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● ● ● ● ● ● Ｏ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● $ 旬 ● ●

目的とする結果の価値視点も異なれば，中立化さ
⑨ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ｡ ● ●

れる諸価値も異なるのであり，別個の視点からす
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ④ ● ●

る別個の価値判断である。したがって，前者の選
衝 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ! ＄ ●

択（価値判断）から，後者の選択（価値判断）が
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●一義的に導出されえないことは当然であり，前者
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ， ⑭ ● ●

の選択から後者の選択は一意には予期不可能であ
●

る。この例は，古典的モデルが照準したような垂
直的な関係の例であるが，水平的な関係はどうで
あろうか。組織においては，典型的には部門間の
差異として，選択の価値視点を，「生産」，「営
業」，「開発」，「人事」といった表象を付与す
ることにより制度化している。「生産」について
の選択は，「営業」，「開発」その他についての
選択を無関連なものとして中立化しており，「営
業」についての選択，「人事」についての選択等
も同様である。それらは全く別個の価値判断であ
り，ある選択（価値判断）から，他の選択（価値
判断）を予期することは非常に困難である。しか
も選択（価値判断）は，ある時は価値視点Ａを
とり，状況が変われば価値視点Ｂをとるといっ
た具合に，機会主義的であり，それ故に柔軟な対
処が可能になっているのである。
組織には全域的な価値合意が存在するのではな
く，何を達成すべき価値とするかは各選択視点こ,
とに相対的なものであり，組織はこのような別個
の選択（価値判断）を相互に関係づけることによ
って，成立しているものとして捉えられるのであ
る。分業による協働のメリットは，まさにこの点
に求められる。垂直的分業においても，上位者は
下位者の選択を一義的に規定することは不可能で
あり（可能であるとしたら下位者の「選択」など
はありえない），それぞれが各々異なった視点
による選択をしているのである。であるからこそ，
垂直的機能差別化が可能になり,階統上の各水準
が相対的な自律性をもつものとなり，下位から
上位への情報の流れが重要なものとなったり，専

現が問題となれば，それら中立化されていた諸価
値は脱中立化されることになる。このようなこと
が，目的原理がもつ機会主義的な価値実現の本質
なのである。
以上から明らかなように，目的設定の機能は，
因果解釈により日常的な思念の類型化を脱して，
想定されうる限りの様々な可能性を写し取ること
に基づき，目的とされた結果の価値の視点のもと
で，他の諸価値を中立化し，当の結果をもたらす
という点で機能的に等価な代替的選択肢を手段の
領域として限定することである，といえよう。そ
の意味で，因果解釈によって複雑性が規定され，
目的設定によって決定可能な代替的選択肢への縮
約がなされるのである。
このような目的設定をめぐるルーマンの議論をふ

まえて我々は組織を捉えるうえで次のように考え
ねばならない。まず注目しなければならないのは，
次の点である。ある目的Ａを設定してそれに手段
を帰属させることと，ある目的Ｂを設定してそれ
に手段を帰属することとは，全く別の視点からす
る別の価値判断であり，しかもこうした目的設定
による価値実現は原理的に機会主義的だというこ
とである。たとえ目的Ａと目的Ｂが，結果として
は目的一手段秩序をなすと，日常的な経験におい
てみられていても，である。たとえば，「利益を
上げる」ために，「コストを下げ」，そのために
「安い部品を使う」，そのために……･･･……とい
うような場合は，一連の結果としてみれば目的一
手段秩序として捉えられる。だがそれは，「利益
を上げる」という単一の価値視点から他の諸価値
を中立化して，目的一手段１-手段２-手段３…
…………という具合に一連の結果を一望した場合

にのみ，単一の経過として思念されうるのみであ
る。ところが，「利益を上げる」ために「コス
トを下げる」という選択と，「コストを下げ
る」ために「安い部品を使う」という選択は，
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ティの中から弁別され，それらに関係づけられる
ことによって当該の選択も組織に帰属するもの
として可能になる。このような一連の過程は，様
々に異なる選択の内容に依存することはできず，
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

組織に帰属するあらゆる選択が共通にもつ形式的
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

な同一性，組織の選択（組織的意思決定）として
● ● ● ● ● ● ●

の形式的同一性に基づかねばならない。このよう
な形式的同一性は，意思決定の公式性として現象
するが，それは意思決定が一連の手続を経ること
によって付与されることになるのである。このよ
うな，選択を相互に関係づける同一のコンテクス
トを制度とよび，選択にどのような同一のコンテ
クストがどのように付与されているのかを解明す
るアプローチを，制度論的アプローチと呼ぼう。
なによりも，組織の基底的メカニズムは制度論的
アプローチによって解明されねばならないのであ
る０２．
第二に，第一の点の一環として展開されるべき
ものであるが，目的指向の機会主義の操舵という
点で次のことか重要である。どの因果要因が目
的であり，どの因果要因が手段であるかは，相対
的なものであり，機会主義的に処理される。しか
し，比較的に安定的に協働を構成するには，関係
づけ視点が相対的に安定していることが必要であ
る。このような安定ｲ蝋能を果たすものがプログ
ラムである。というのは，プログラムはある価値
についての全域的な合意を要請するものではなく，
何を目的とし何を手段とするかということが決定
可能な事柄であり，決定によって組織的な効力を
付与されるということ，さらにそうした決定が決
定によって変更可能であるということを含意して
おり，あくまでも暫定的な価値設定という性格を
保持しているからである。このようにプログラム
が目的を暫定的なものとして相対的に安定化さ
せるのであるが，当のプログラムの効力は，組織
の意思決定によって付与されることになるのであ

門知識の増大にともなう位階秩序の維持の問題な
どが生じるのである。また，水平的分業において
も機能差別化はいうまでもない。このような異
なった視点による，異なった情報処理（創造），
問題解決を，相互に関係づけることが可能である
からこそ，システムとしてみると，例えば為替相
場の変動による輸出入価格の変動といった一つの
環境要因に対して，多角的な問題処理を行うこ
とが可能になるのであり，こうした点に分業に
よる協働のメリットが存するのである。このよう

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

に組織の各選択は，異なった関係づけ視点による
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●・自由度をもった。異なった価値判断であり，そ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

れら諸選択（価値判断）の全域的な一致は存在せ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ず，それら諸選択が関係づけられているといって
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

も，全域を統合するような価値評価が存在するわ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

けではないのである00．これら諸選択が，全域
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

的な価値合意なしに関係づけられうるからこそ，
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

かなり複雑な選択過程での協働が可能になるので
● ●

ある。
全域的な価値合意のない異なった選択（価値

判断）を，しかも機会主義的性格をもつにもかか
わらず，相互に関係づけることは如何にして可
能とされるであろうか。この点にこそ，組織の基
底的なメカニズムが求められねばならないことは
いうまでもない。それは次の方向で考えられね
ばならない。第一に，異なった関係づけ視点によ
る。自由度をもった。異なった選択の関係づけは，
（選択肢集合の中からの選択として同定された）
選択結果（選択内容）に基づくことは不可能であ
る。このような関係づけは，関係づけ視点の差異
に対する形式的な同一性をコンテクストとして初
めて可能になるのであり，このコンテクストを付
与するメカニズムを明らかにしなければならない
のである。つまり，ある選択の関係づけ視点から，
他の諸選択が，組織に帰属するもの。しかも自ら
の選択の前提とすべきものとして錯綜したリアリ

’

’
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る。したがって，意思決定過程に定位して，意思
決定相互の関係づけという条件のもとで，プログ
ラムという構造についての意思決定がつくり出さ
れるメカニズムを解明しなければならないのであ
る。
その際，次のことを考慮しなければならない。
プログラム化された決定と同様，プログラム化す
る決定も，システムの過程として資格づけられね
ばならないというシステム条件に服すると同時に，
プログラム化する決定はプログラム化された決定
諸過程が対処すべき諸問題を考慮して，構造とし
てのプログラムについての決定を下さねばならな
いのである。このようにプログラム化された決定
と，プログラム化する決定は，異なった視点によ
る異なった問題状況に対処するものなのであり，
プログラム構造とプログラム化された決定の連関
とは異なるものである。そこにおいて，プログラ
ム化する決定か独自の,視点による自由度をもっ
た選択であることはわかりやすい。だがプログラ
ム化された決定も同様なのである。プログラム化
された決定の視点からは，プログラム総体の図式
には依存しないがう。ログラム化された問題を考
慮して，それに対処するために当該の意思決定が
関係づけられるべき他の意思決定が錯綜したリ
ァリティの中から想定され，当該意思決定はそれ
に関係づけられて初めて組織的意思決定として下
されることが可能になるのである。こうした点に，
プログラム化された意思決定が，プログラムによ
って決定されているわけではなく，自律的な意思
決定としての固有の情報処理・選択の自由度をも
つことが保障されているのである。また，このよ
うな，当該意思決定が関係づけられるべき他
の意思決定の想定のメカニズムのうちに，意思
決定を垂直的に関係づけるか，水平的に関係
づけるかという選択が位置づけられるのであ
り，その意味でこの点に水平的な分業関係を

を可能にする原理的基盤が存するのであ
る。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

このように意思決定を相互に関係づけることに
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

よって可能にするメカニズムのうちに，う。ログラ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ●

ム化する決定及びプログラム化された決定の共通
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

の基盤が存するのであり，その基盤にたってプロ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

グラム化された決定と，プログラムという構造に
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ついての決定が，それぞれ独自の問題に対処する
● ｅ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●・独自の選択の自由度をもった分業的な決定とし

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

て可能となるのである。したがって，このメカニ
ズムによって，異なった価値判断としての意思決
定を相対的に安定的.且つ機会主義的に妥当させ
ることを通じ，組織として多角的で柔軟な問題処
理を行うことが可能になるのであり，また戦略策

●

定・変更による自己組織的な問題対処も，プロクﾞ
ラム化する決定のメカニズムに位置づけられるこ
とになるのである。こうした一連のメカニズムを
捉えることは，近代組織論のように，意思決定を
事実的な平面で捉えてしまっては不可能なのであ
り，先に提起した如く，意思決定を相互に関係づ
けることによって可能にする。同一のコンテクス
トが，どのようなものであり，どのように付与さ
れるのか，を解明する制度論的アブ°ローチに立た
ねばならないのである。
以上のような，選択の関係づけのシステム条件

の枠組のもとで，具体的な決定状況の構成が可能
となり，そこにおいて，目的・手段といったメン
バーによる解釈・意味付与がなされるのであり，
こうしたシステムの枠組と主体的な意味付与によ
って，メンバー個人の創造性が組織次元へと汲み
上げられ昇華されることになるのである。

注
(1)このような組織の概念規定は,Weber(1922)
の官僚制論,Fayol (1925=1972) ,Gu l ick
〔1937〕らの古典的な管理論や，最も純粋な形では，
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(5)Perrow(1961:855f)は,公式の目的が複数あ
って矛盾が存在する場合もあるが，操作目的の矛盾
カヌ多くみられるという。公式目的は漠然としていて
抽象的なので，操作的目的がその内容を特定するこ
とになるが，たとえそれが他の公式目的と矛盾して
いても正当化されることになる。さらに，操作的目
的は公式目的の手段であるにもかかわらず，公式目
的の暖昧さのために，実質的には操作的目的が目的
となり，しかもそれらの間に矛盾が存在することが
多いのである。

(6)調整を目的とする部門が下位システムとして分離
されている場合も，実際に大規模な組織においては
多い。しかし，複数の共通目的やその手段の間の調
整は，それら共通目的の手段としては明確に規定さ
れえない。というのは，それら諸目的や諸手段のう
ちのどれを優先すべきかは，調整という目的と他の
諸目的との間の関係によっては決定されえないし，
したがって，調整が共通目的の手段として目的合理
化されることは不可能である。
(7)コジオルの場合も同様に，組織の構造化は「構
成」(Aufbau)と「過程」(Ablauf)に分けら
れ，「構成組織」においては目的として職分の構造
化が考察の中心とされ，「過程組織」においては目
的の達成としての時間的一空間的実行現象としての
労働の過程が考察の中心となる。このように組織を
構成と過程の別個の合理的秩序づけとして捉える点
は，経営経済学的組織論に共通する最も基本的な考
え方である。

(8)この点は，古典的諸理論の難点の刺艮をめざす，
後の諸理論，とりわけ近代組織論にも尾を引いてい
る。このことについては本稿Ⅲ節で述べる。

(9)明らかにサイモンは，プログラムの構造が階統的
な目的一手段秩序と整合すると考えている（→Ma-
rch/Simon(1958=1977:297-302))。た
だし，サイモンは完全な目的一手段の階統的な関係
よりもゆるいものとしての階統的な関係を，システ

Nordsieck(1934],Kosiol[1959]らの経営
経済的組織論に典型的に現れている。しかしそれ以
降の組織論の展開においても，組織の概念規定の点
ではこうした考え方が継承されている。構造論的視
点から組織の内部構造の解明をめざしたEtzioni
〔1964＝1967〕やBlau／Scott〔1962〕，シス
テム理論的視点からのParsons(1956),現代組
織の官僚制的側面の解明をめざしたSelznick(19
57=1970),Merton(1940→1949=1961),
Gouldner(1954=1963)など，やはり目的一手
段図式によって組織を捉えている。その後のアスト
ングループなどによる構造論的組織論やコンテイン
ジェンシー理論においても，目的一手段図式はやは
り前提されているといえる。

(2)Weber官僚制論，古典的管理論に典型的にみら
れるが，最も純化された形で明確にされたのは経営
経済学的組織論においてである。
(3)Luhmarm(1971:92ff] , [1973:55ff)ル
ーマンによれば，組織理論は，経営学に典型的な目

的合理性の問題か，社会学に典型的な支配の問題か，
どちらかの側面を重点的に選んできたという。もち
ろんどちらの立場も絶対化できず，目的合理的組織
理論は，合意の可能性をコスト要因として顧慮し，
支配を手段として位置づけるし，支配琿論は，支配
乃至合意が個々人にとって達成不可能であるような
目的を可能にするということから出発するのであり，
相互に他方の問題に概念装置の中で二次的な位置を
あててきた。このような立場について，前者を目的
モデル（機械モデル），後者を命令モデル(→本稿
後出）という形で，プロトタイプ°として抽出するの
である。
(4)この側面は，特に官僚制の逆機能研究の中で強調
された。例えば，目的の転移と呼ばれる現象も，目
的一手段秩序の不完全性を典型的に示すものである
(Merton(1940→1949=1961:183),Blau
(1956=1958:99f))。

’
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ム／下位システムの関係に適用しているという点で

は，慎重だといえる（-，March/Simon(1958=
1977:297ff),Simon[1969=1977:149ff),
Simon[1977=1979:54ff))。だが，下位目
的の設定は単なる要素分解といったテクニカルな問
題ではなく，各下位部門は意思決定の連関のシステ
ムとして，それぞれ独自の環境をもち，その環境と
の関係で下位目的についての意思決定をつくり出し
ているのであり，サイモンにはこうした視点が欠け
ているのである。

(10）したがって，社会科学において行為を因果的に説
明することは不可能である。というのは，原因や結
果の他の可肖触を排除しえないから。しかし，行為
者が行為の状況で因果的解釈を用いていることは事

実であり，ルーマンは行為者が因果的解釈を用いる
ことの機能を問題にしているのであるo

ul)組織における選沢の関係づけの解釈は，目的一手
段の関係以外にも，水平的な関係もあるが，どのよ
うな関係づけの解釈に基づくかについての差異によ
らず，両者に共通するのは，他の選択との関係づけ
の視点ということなので，選択の視点のことを，関
係づけ視点として一般化しておく。

02)組織の制度論的アプローチについては，奥山(1
987〕において展開してある。また全体的な見取図
としては，奥山〔1986〕を参照｡社会システム研究
が制度研究としてのみ可能であることを指摘したと
して，宮台〔1986〕を参照。
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